
　

令和８年度 島根県の新規就農者に対する相談・体験から研修・就農までの主な支援策
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【県】半農半Ｘ開始支援事業＜ハード事業＞ [補助率] 1/3

・半農半Ｘ実践者が営農を開始するための施設整備等支援

【県】自営就農開始支援事業＜ハード事業＞ [補助率] 1/3

・認定新規就農者等の機械・施設の整備等を支援

ハウス等整備事業＜ハード事業＞
【国庫事業活用型】助成対象：園芸用ハウス

[補助率]国：資材費の 1/2、県：資材費の1/4以内・施工費の1/2以内

【県】 [補助率] 1/2 (市町村1/4上乗せ補助の場合)

・認定新規就農者等のハウス、牛舎等整備への支援

【県】農業人材投資事業＜準備型＞
・県農林大学校等で研修を受ける者へ交付
・就農予定時原則50歳以上65歳未満
・UIターン者 12万円/月 最長１年間
・県内在住者 6万円/月 最長１年間

【県】半農半Ｘ支援事業＜就農前研修経費助成＞
・UIターン者が行う半農半Xの農業研修を支援
・就農予定時67歳未満
・12万円/月 最長１年間

【国】経営開始資金
・認定新規就農者の就農直後の経営確立を支援
・就農時49歳以下 ・13.75万円/月 最長３年間

【国】就農準備資金

・県農林大学校等で研修を受ける者へ交付

・就農予定時49歳以下

・13.75万円/月 最長2年間 【県】農業人材投資事業＜経営開始型＞
・認定新規就農者の就農直後の経営確立を支援
・就農時50歳以上65歳未満 ・72万円/年 最長２年間

【県】半農半Ｘ支援事業（定住定着助成）（県、市町村）
・半農半Ｘ実践者(UIターン者)の定住・就農開始後の助成
・就農時原則67歳未満
・12万円/月(夫婦で共同経営を行う場合18万円/月) 最長１年間

【県】定年帰農者等支援事業
・定年等を機に新たに営農を開始し、５年以内に５ha以上の経営を目指す

者を支援
・事業採択時67歳未満
①ハード：補助率1/3（水稲経営に限る） ②ソフト：３万円/月 最長1年間

【国】雇用就農資金
・49歳以下の就農希望者を新たに雇用する農業法人等へ交付
・雇用就農者1人あたり60万円/年 最長４年間

【県】集落営農雇用支援事業（雇用開始時50歳以上67歳未満）
・集落営農法人に対して新規に正規雇用する者への研修を助成
・研修生1人あたり60万円/年 最長２年間

＜就農相談＞
○就農相談員の配置

専門の相談員との電話・メール・オンライ

ン就農相談を随時受付

各種就農相談会における相談対応

○オンラインイベント

新規就農者を募集する産地の自治体職員や

農家と直接意見交換ができる交流会

○しまね移住就農促進プログラム

（※県外在住者対象）

就農者を募集する県内産地の移住や就農に

関する情報及び先輩農業者の事例紹介等を

通して移住・就農への理解を深めるプログ

ラム（３回程度シリーズ）

農業体験を希望される方に「しまね農業

体験プログラム」を案内

○しまね就農相談会

主に県内在住の就農希望者を対象とした就

農相談会を開催

＜長期体験＞
○UIターンしまね産業体験事業【定住財団】

県外在住者が県内で一定期間産業体験を行
う場合に、滞在経費の一部を助成

・期間：3カ月～1年

・体験者 12万円/月
・受入先 3万円/月
・親子連れ 3万円/月･世帯 等

＜短期体験＞
○しまね農業体験プログラム【農業公社】

希望の地域や作物に応じて１泊２日～２泊
３日程度の農作業体験を提案

宿泊費を助成（上限：素泊まり9,000円）

国補助事業

県補助事業
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手【県】就農パッケージづくり推進事業

・求める担い手像、農地等の就農情報と住居

等の生活情報を包括して就農希望者へ提案

する活動に対して助成

・地域農業再生協議会等を支援

[補助率]1/2以内

【国】 経営発展支援事業＜ハード事業＞ [補助率]3/4（国1/2、県1/4）等

・新たに農業経営を開始する認定新規就農者の機械・施設の整備等を支援

・経営継承する資産の修繕・移設・撤去等の取組を支援

・就農時49歳以下

・新規就農者ごとに、経営・技術、営農資金、農地、地域生活等の課題に対応可能なサポートチームを設置

・経営規模や販売額、農業所得、経営課題などをまとめた新規就農者カルテを活用し、新規就農者をサポート

【県・市町村・JA等】新規就農サポートチーム

目標６０人以上/年

○島根県地域研修制度【県】
・自営就農希望者が農林大学校による座学と地域の受

入経営体での実地研修を組み合わせた体系で研修す
る制度（就農時期、品目等が明確化された就農希望
者を研修生として位置づけ）

【県】研修生を受け入れる経営体に対する補助事業
①自営就農志向者受入促進事業〈ハード事業〉

補助率1/3

②自営就農志向者受入促進事業〈ソフト事業〉

受入研修生1人当たり 3万円/月（最長２年間）

③ハウス等整備事業（地域研修用ハウス整備型）

補助率1/２（市町村1/4上乗せ補助の場合）

【国】 新規就農者チャレンジ事業＜ハード事業＞ [補助率]3/10

・早期の経営発展を目指す認定新規就農者の機械・施設の整備等を支援

・就農時65歳未満

＜農林大学校研修メニュー＞
○農業科短期養成コース
・卒業後に県内で就農見込みの者を対象とする1年間のコース。基

礎講義と就農予定地での研修、農業実習を選択実施

（有料：授業料他入学料等）

○研修部門（地域農業の担い手養成講座）
・地域農業を支える担い手として早期に農業現場で活躍するために

必要な水稲・露地野菜（タマネギ・キャベツ）の知識・技術を包

括的に学ぶ講座

・４月～翌年１月（12～21日程度）：受講料無料

○研修部門（特別集中講義）
・農林大生や県内農業者を対象に、農業経営者として習得すべきマ

ネジメント能力や最新の農業知識をテーマごとに学ぶ講義

・６月～翌年１月（40講座）：受講料無料


